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税務訴訟資料 第２６９号－１２９（順号１３３５２） 

大阪地方裁判所 平成●●年（○○）第●●号 法人税更正処分取消等請求事件 

国側当事者・国（枚方税務署長） 

令和元年１２月５日棄却・確定 

 

判     決 

原告          株式会社Ａ 

同代表者代表取締役   甲 

同訴訟代理人弁護士   平 正博 

被告          国 

同代表者法務大臣    三好 雅子 

処分行政庁       枚方税務署長 

西村 毅 

指定代理人       別紙１指定代理人目録のとおり 

 

主     文 

１ 原告の請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

 

事実及び理由 

第１ 請求 

１ 枚方税務署長が原告に対し、平成２７年４月２２日付けでした平成２１年４月１日から平成

２２年３月３１日までの事業年度以降の法人税の青色申告承認取消処分を取り消す。 

２ 枚方税務署長が、原告に対し、平成２８年７月７日付けでした次の各処分をいずれも取り消

す。 

（１）平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの事業年度に係る法人税の更正処分の

うち、所得金額２億０８４８万３３５４円及び納付すべき税額６１２４万１１００円を超え

る部分並びに同事業年度に係る重加算税の賦課決定処分 

（２）平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの事業年度に係る法人税の更正処分の

うち、所得金額３億６７９６万４２８３円及び納付すべき税額１億０９０６万８９００円を

超える部分並びに同事業年度に係る重加算税の賦課決定処分 

（３）平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日までの事業年度に係る法人税の更正処分の

うち、所得金額２億６４６３万６０７２円及び納付すべき税額７８０８万５９００円を超え

る部分並びに同事業年度に係る重加算税の賦課決定処分 

（４）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの事業年度に係る法人税の更正処分の

うち、所得金額１億８５３３万１２２４円及び納付すべき税額４６０５万６９００円を超え

る部分並びに同事業年度に係る重加算税の賦課決定処分 

（５）平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの事業年度に係る法人税の更正処分

（ただし、平成２９年１０月２４日付け再更正処分により一部取り消された後のもの）のう
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ち、所得金額４億２８１６万５９８６円及び納付すべき税額１億０８０３万０４００円を超

える部分並びに同事業年度に係る重加算税の賦課決定処分 

第２ 事案の概要 

１ 事案の要旨 

 本件は、原告が、枚方税務署長から、①平成２２年３月期（平成２１年４月１日から平成２

２年３月３１日までの事業年度をいい、他の事業年度についても同様に略称する。）において、

株式会社Ｂ（以下「Ｂ」という。）から受領した、広告宣伝費及び事務用品費（以下「広告宣

伝費等」という。）に係る割戻し（バックリベート）を収入から除外していたことなどを理由

に、平成２２年３月期以降の法人税の青色申告の承認の取消処分（以下「本件青色申告承認取

消処分」という。）を受けるとともに、②平成２２年３月期から平成２６年３月期までの各事

業年度（以下「本件各事業年度」という。）において、Ｂから受領した、広告宣伝費等に係る

割戻し（以下「本件リベート」という。）を雑収入として計上せず、益金の額に算入しなかっ

たこと、平成２３年３月期から平成２６年３月期までの各事業年度において、株式会社Ｃ（以

下「Ｃ」という。）等に対し、折り込みチラシ制作等の役務提供を受けた事実がないのに架空

の広告宣伝費（以下「本件架空広告宣伝費」という。）を支払って計上し、損金の額に算入し

ていたことなどを理由に、本件各事業年度に係る法人税の各更正処分（以下「本件各更正処

分」という。）及び重加算税の各賦課決定処分（以下「本件各賦課決定処分」という。）を受け

たため、被告を相手に、本件青色申告承認取消処分の取消しを求めるとともに、本件各更正処

分（ただし、平成２６年３月期については、平成２９年１０月２４日付け再更正処分により一

部取り消された後のもの）のうち申告額（平成２２年３月期、平成２４年３月期及び平成２５

年３月期については確定申告による申告額、平成２３年３月期及び平成２６年３月期について

は修正申告による申告額）を超える部分及び本件各賦課決定処分の取消しを求める事案である。 

２ 関係法令の定め 

 別紙２のとおり 

３ 前提事実（当事者間に争いがない事実、各掲記の証拠（証拠番号は特記しない限り枝番号を

含む。以下同じ。）及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実並びに当裁判所に顕著な事

実） 

（１）当事者等 

ア 原告は、平成４年１２月●日、不動産の売買、仲介、代理及び建売業等を目的として

設立された株式会社である。 

イ 乙（以下「乙」という。）は、平成１８年３月３１日に原告の代表取締役に就任し、本

件各事業年度当時、その地位にあったが、平成２６年９月１８日、代表取締役在任中に

横領行為又は背任行為を行っていたとして代表取締役を辞任した（乙１０、１１、弁論

の全趣旨）。 

ウ 甲（以下「甲」という。）は、原告の創業者であり、本件各事業年度当時、原告の会長

（ただし、取締役ではない。）を務めていた。なお、上記イのとおり、乙が、平成２６年

９月１８日に原告の代表取締役を辞任したため、同日、甲が原告の代表取締役に就任し

た。（乙１０、３１） 

エ 丙（以下「丙」といい、甲と併せて「甲ら」という。）は、甲の子であり、平成１４年

８月２０日から平成１８年３月３１日までの間、原告の代表取締役を務め、本件各事業
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年度当時、原告の発行済株式総数１２００株のうち１１００株を保有する株主であった。

（乙１１、３１、弁論の全趣旨）。 

（２）本件リベートの受領等 

 原告は、本件各事業年度において、Ｂに対し、広告宣伝文書の作成等を依頼し、同社に

対し、広告宣伝費等を毎月支払っていた。 

 Ｂの実質的経営者であり、かつ、株式会社Ｄ（以下「Ｄ」という。）の代表取締役である

丁（以下「丁」という。）は、本件各事業年度において、乙に対し、上記広告宣伝費等に係

る割戻し（本件リベート）を支払っていた。 

（３）本件架空広告宣伝費の支払 

 原告は、平成２３年３月期から平成２６年３月期までの各事業年度において、Ｃ、同社

が解散した後にその代表取締役であった戊が個人事業主として事業をしていたＥこと戊

（以下「戊」という。）、ＦことＧ（以下「Ｇ」といい、Ｃ及び戊と併せて「Ｃ等」とい

う。）から、折り込みチラシ制作等の役務提供を受けた事実がないのに、Ｃ等に対し、架空

の折り込みチラシ制作等に係る広告宣伝費（本件架空広告宣伝費）を支払った。なお、本

件架空広告宣伝費の金額については争いがある。 

（４）確定申告等 

 原告は、本件各事業年度に係る法人税について、別表５－１～同５－５の各「確定申

告」欄のとおり、各法定申告期限内に確定申告を行った（乙１～５）。 

 原告は、平成２３年３月期に係る法人税について、別表５－２の「修正申告」欄のとお

り、平成２３年１１月３０日に修正申告を行い、また、平成２６年３月期に係る法人税に

ついて、別表５－５の「修正申告」欄のとおり、平成２７年４月２０日に修正申告を行っ

た（乙６、７）。 

（５）更正処分等 

ア 枚方税務署長は、平成２７年４月２２日付けで、原告に対し、原告が平成２２年３月

期において本件リベートを収入から除外していたことが、法人税法１２７条１項３号に

該当するとして、本件青色申告承認取消処分をした（乙８）。 

イ 原告は、平成２７年５月２２日、大阪国税局長に対し、本件青色申告承認取消処分に

対する異議申立てをしたが、大阪国税局長は、平成２８年６月２４日付けで、上記異議

申立てを棄却する旨の決定をした（甲８、９）。 

ウ 枚方税務署長は、平成２８年７月７日付けで、原告に対し、原告が、本件各事業年度

において、本件リベートを雑収入として計上せず、益金の額に算入しなかったこと、平

成２３年３月期から平成２６年３月期までの各事業年度において、本件架空広告宣伝費

を支払って計上し、損金の額に算入していたことなどを理由として、別表５－１～同５

－５の各「更正処分等」欄のとおり、本件各更正処分及び本件各賦課決定処分をした

（甲１～５）。 

 枚方税務署長は、平成２６年３月期に係る法人税について、別表５－５の「再更正処

分」欄のとおり、本件訴え提起後の平成２９年１０月２４日付けで、原告に対し、再更

正処分をした（乙９）。 

エ 原告は、平成２８年７月２８日、国税不服審判所長に対し、本件青色申告承認取消処

分並びに本件各更正処分及び本件各賦課決定処分に対する審査請求をしたが、国税不服
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審判所長は、本件訴え提起後の平成３１年１月１１日付けで、上記審査請求を棄却する

旨の裁決をした（甲７、乙３２）。 

（６）本件訴えの提起 

 原告は、平成２９年７月７日、本件訴えを提起した（顕著な事実）。 

（７）原告及び乙に対する起訴 

 大阪地方検察庁検察官は、原告を法人税法違反の罪で、乙を法人税法違反及び会社法違

反（特別背任）の各罪で、平成２９年１月１３日、それぞれ大阪地方裁判所に起訴した

（以下「本件刑事事件」という。）。法人税法違反として起訴された逋脱額は、平成２４年

３月期が１３１０万３７００円、平成２５年３月期が１３１４万３４００円、平成２６年

３月期が８８９万３１００円であったところ、これらは本件架空広告宣伝費に関するもの

であり、本件リベートに関するものは含まれていない。（甲１５） 

（８）原告の乙らに対する民事訴訟等 

ア 原告は、乙から、乙の原告に対する損害賠償債務に対する支払として、平成２６年９

月から同年１２月までの間に、合計３億０４７０万０３３５円相当の金員及び株式を受

領した（甲５９、乙３０）。 

イ 原告は、乙に対し、Ｂからの本件リベートの受領及びＣ等に対する本件架空広告宣伝

費の支払（以下「本件各不法行為」という。）等により既払金を除き４億０３１７万２６

５３円の損害を受けたとして、戊に対し、本件架空広告宣伝費の支払により１億３２５

２万３６５０円の損害を受けたとして、Ｇに対し、本件架空広告宣伝費の支払により４

８３５万８８００円の損害を受けたとして、それぞれ不法行為に基づく損害賠償請求訴

訟を大阪地方裁判所に提起し（以下、これら３件の民事訴訟を併せて「別件民事訴訟」

という。）、同裁判所は、平成３０年４月２７日、原告の乙に対する請求につき１億８５

１５万３５５１円を、原告の戊に対する請求につき７７４８万０２６２円を、それぞれ

認容する旨の判決を言い渡した。乙は、上記判決を不服として大阪高等裁判所に控訴し

たが、同裁判所は、平成３１年３月２７日、原告の乙に対する請求につき、１億５５１

５万３５５１円（原審の認容額から、原告の戊に対する請求について成立した訴訟上の

和解に基づき支払われた金額を控除した金額）を認容する旨の判決を言い渡した。（甲３

１、５９、乙３０、弁論の全趣旨） 

４ 争点 

（１）本件青色申告承認取消処分について 

法人税法１２７条１項３号の取消事由の有無（争点１） 

（２）本件各更正処分及び本件各賦課決定処分について 

ア 本件各不法行為により原告が取得した損害賠償請求権を本件各事業年度の益金の額に

算入すべきか否か（争点２） 

イ 本件各更正処分の適法性（争点３） 

５ 争点に対する当事者の主張 

（１）争点１（法人税法１２７条１項３号の取消事由の有無）について 

（被告の主張） 

 Ｂから乙が受領した本件リベートが、原告に帰属するか否かについては、法人税法１１

条の趣旨が、法律上の名義と実質所得者とが遊離している場合には、経済的実質に従って
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その所得を実質的に享受する者の所得として課税する点にあることに鑑みれば、実質的観

点をも踏まえて、法人がそれを享受する法律上の権利を有するといえるか否かによって判

断すべきであり、具体的には、リベートを受領した者の法律上の地位及び権限のほか、相

手方がリベートを交付した趣旨、目的及び経緯、並びにリベートと法人の業務との関連性

の程度等の事情を検討して判断すべきである。 

 本件リベートは、乙の前任者であるＨ（以下「Ｈ」という。）が、広告宣伝業務の発注権

者であった頃から、広告宣伝費等の概ね一定の割合の割戻しとして支払が始まり、同人か

ら乙が引継ぎを受けることにより連綿とその支払が継続される中で、支払がなされたもの

であり、ＪないしＢが乙に対して個人的な支払を行ったものではない。そして、Ｂが本件

リベートを支払っていた趣旨ないし目的は、原告からの広告宣伝業務の受注関係を継続す

ることにあったものと解され、その支払先である乙は、本件各事業年度において、Ｂに対

する広告宣伝業務の発注権限を有する原告の代表取締役であったことから、本件リベート

の支払が乙の原告における業務権限と強い関連性を有することは明らかである。そうする

と、原告が本件リベートに係る収益を享受する法律上の権利を有するといえることから、

本件リベートに係る収益は原告に帰属すると認められる。 

 それにもかかわらず、原告は、平成２２年３月期に係る帳簿書類に本件リベートを雑収

入として計上していなかったことが認められる。したがって、原告は、その事業年度に係

る帳簿書類に取引の一部を隠ぺいして記載し又は記録したものとして法人税法１２７条１

項３号の取消事由が認められる。 

（原告の主張） 

 丁及び乙は、本件リベートはあくまでＢから乙に対する個人的な支払である、具体的な

金額や受領時期は分からないなどと述べていたこと、本件リベートの支払はいわば賄賂の

支払というべき性格のものであり、乙の代表取締役の職務とは何らの関連性もないこと、

乙は、原告の代表取締役に就任する以前に営業部長として勤務していた時からＤ又はＢか

らリベートを受領して個人的な所得としていたのであり、乙の本件リベートの受領は乙が

代表取締役に就任したことによるものではないことなどからすると、本件リベートは乙に

帰属するものというべきであって、原告に帰属していたとはいえない。したがって、原告

が平成２２年３月期に係る帳簿書類に本件リベートを雑収入として計上すべきであったと

はいえず、法人税法１２７条１項３号の取消事由は認められないから、本件青色申告承認

取消処分は違法である。 

（２）争点２（本件各不法行為により原告が取得した損害賠償請求権を本件各事業年度の益金の

額に算入すべきか否か）について 

（被告の主張） 

ア 横領等の不法行為により法人が取得する損害賠償請求権は、原則として、当該不法行

為に係る損失を損金の額に算入すべき事業年度の益金の額に算入すべきであり、その事

業年度に算入しないことが許されるのは、当該不法行為の加害者を知ることが困難であ

るとか、権利内容を把握することが困難であるなどの理由により、未だ権利実現の可能

性を客観的に認識することができたとはいえない場合に限られるというべきである。そ

して、この判断は、税負担の公平や法的安定性の観点から客観的にされるべきものであ

るから、通常人を基準として、権利（損害賠償請求権）の存在・内容等を把握し得ず、
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権利行使を期待することができないといえるような客観的状況にあったかどうかという

観点から判断すべきである。 

 原告は、その代表取締役であった乙の本件各不法行為によって、本件リベート及び本

件架空広告宣伝費に相当する金額の損害を被っているところ、代表取締役は、株式会社

の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有するとされていること

（会社法３４９条４項）等に照らせば、代表取締役の行為は、その意思に基づくもので

ある限り、代表権限の濫用があったとしても、株式会社の意思に基づく行為であるとい

うべきである。したがって、原告の代表取締役であった乙の本件各不法行為は原告の行

為というべきであって、原告にとって損害賠償請求権の存在及び内容は明らかであるか

ら、当該不法行為に基づく損害賠償請求権の実現可能性を客観的に認識することができ

たといえる。 

 よって、本件各不法行為により原告が取得した損害賠償請求権は、本件各不法行為に

より損害が生じた本件各事業年度において、当該損害と同額の金額を益金の額に算入す

べきである。 

イ（ア）原告は、甲その他の原告の関係者らが本件各不法行為を確知することは不可能で

あったから、それらの者による上記損害賠償請求権の行使を期待し得ない状況であっ

たなどと主張するが、上記アのとおり、本件各不法行為が原告の代表取締役であった

乙によるものである以上、原告にとって損害賠償請求権の存在及び内容は明らかとい

うべきであるから、原告が主張するように、甲らが本件各不法行為を確知することが

不可能であったとしても、そのことによって、上記損害賠償請求権をその損害が生じ

た本件各事業年度に算入しないことが許容されることにはならない。仮に、この点を

措くとしても、本件刑事事件に係る大阪地方裁判所平成２９年１２月１４日判決（乙

２６）によれば、甲は、原告に出勤した上、原告の本件各事業年度の決算書の交付を

受けてその内容を把握し、広告宣伝費の金額の多さに不信を抱いて乙に説明を求める

などしたが、結局そのまま黙認していたなどと認定されているのであり、これらの事

情からすれば、甲その他の原告の関係者らにおいて、本件架空広告宣伝費について十

分吟味検討すれば、乙の不法行為を認識することができたといえ、さらに、それを契

機に、本件リベートについても認識することができたということができる。したがっ

て、原告の上記主張には理由がない。 

（イ）また、原告は、本件架空広告宣伝費のうち、共同不法行為者であるＣ等から乙に

還流された金額が不明であること、乙及びＣ等が共同不法行為を否定していることな

どを理由に、本件架空広告宣伝費に係る損害賠償請求権を本件各事業年度の益金の額

に算入することはできない旨主張するが、乙に対する本件架空広告宣伝費相当額の損

害賠償請求権が、Ｃ等との共同不法行為に基づくものであったとしても、乙にその全

額の賠償を求めることができ（民法７１９条１項）、また、Ｃ等が乙に金員を還流さ

せたとしても、上記損害賠償請求権の金額には影響しないから、原告の上記主張には

理由がない。 

（原告の主張） 

ア 本件各事業年度における確定申告は、乙の代表取締役在任中に行われているところ、

その乙が本件各不法行為をしていることから、乙が原告の代表者として、自己及び共同
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不法行為者であるＢやＣ等を相手に損害賠償請求権を行使することはあり得ず、また、

甲ら、原告の経理担当者及び顧問税理士等が本件各不法行為を確知することは不可能で

あったから、それらの者による上記損害賠償請求権の行使も期待し得ない状況であった。

乙が原告の代表取締役であったからといって、乙の個人的な犯罪行為が原告の行為とな

ることはない。 

 また、原告は甲らが支配する会社であったのであり、乙は、本件各事業年度当時、原

告の代表取締役であったとはいえ、甲らから経営を委託されているだけの存在にすぎな

かった。このような立場にあった乙による本件各不法行為は、原告の行為と評価される

べきでない。 

 したがって、本件各不法行為により損害が生じた本件各事業年度において、当該損害

と同額の金額を益金の額に算入することは不可能であった。 

イ また、丁及び乙は、本件リベートはあくまでＢから乙に対する個人的な支払である、

具体的な金額や受領時期は分からないなどと述べていたため、原告がこれらを認識する

ことはできなかったこと、原告と乙及びＣ等の間で、架空の広告宣伝費の範囲につき争

いがあり、別件民事訴訟において初めて確定されること、本件架空広告宣伝費のうち共

同不法行為者であるＣ等から乙に還流された金額が不明であること、乙及びＣ等が共同

不法行為を否定していることなどからすれば、本件各不法行為により原告が被った損害

額や損害賠償義務者が誰であるかなどについては、別件民事訴訟の判決の確定を待たな

ければ認識し得ないから、原告が上記損害賠償請求権を行使することが可能となるのは、

上記訴訟の判決確定時というべきである。 

 したがって、上記判決が確定した事業年度において、確定した損害と同額の金額を益

金の額に算入すれば足りるというべきであり、本件各不法行為により原告が取得した損

害賠償請求権を本件各事業年度の益金の額に算入すべきとはいえない。 

（３）争点３（本件各更正処分の適法性）について 

（被告の主張） 

 乙が本件各事業年度において受領した本件リベートの金額は別表１のとおりであり、本

件リベートの金額は雑収入の計上漏れであるため、当該金額を本件各事業年度の所得金額

に加算する必要がある。また、平成２３年３月期から平成２６年３月期までの各事業年度

において原告がＣ等に支払った本件架空広告宣伝費は別表２～４記載のとおりであり、本

件架空広告宣伝費の金額を過大計上しているため、当該金額は損金の額には算入し得ない

から、当該金額を上記各事業年度の所得金額に加算する必要がある。さらに、平成２３年

３月期から平成２６年３月期までの各事業年度については、本件青色申告承認取消処分に

伴い、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金差入の特例を定めた平成２７年

法律第９号による改正前の租税特別措置法６７条の５第１項の規定を適用し得なかったこ

ととなるから、減価償却超過額（原告が当該各事業年度において損金の額に算入した償却

費のうち法人税法３１条１項の定める償却限度額を超える金額）を所得金額に加算する必

要がある。以上を前提に、原告の本件各事業年度の法人税に係る所得金額及び納付すべき

税額に関する算出過程を示したものが、別表６である（なお、本件各事業年度においては、

本件各不法行為により原告に本件リベートの金額及び本件架空広告宣伝費と同額の損失が

生じているとして、これを損金の額に算入するとしても、上記争点２で主張したとおり、
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同じ年度において同額を益金の額に算入すべきこととなるから、結局、別表６記載の所得

金額等が左右されることはない。）。 

 平成２２年３月期から平成２４年３月期まで、平成２６年３月期に係る各更正処分にお

ける所得金額及び納付すべき税額（別表５－１～同５－３の各「更正処分等」欄、別表５

－５の「再更正処分」欄）については、原告の当該各事業年度の法人税に係る所得金額及

び納付すべき税額と同額であり、また、平成２５年３月期に係る更正処分における所得金

額及び納付すべき税額（別表５－４の「更正処分等」欄）については、原告の当該事業年

度の法人税に係る所得金額及び納付すべき税額と同額又はこれを下回っているから、本件

各更正処分（ただし、平成２６年３月期については、平成２９年１０月２４日付け再更正

処分により一部取り消された後のもの）はいずれも適法である。 

（原告の主張） 

ア 上記争点１で主張したとおり、本件リベートは乙個人に帰属するものであり、本件リ

ベートの金額は雑収入の計上漏れとはならない。乙による本件リベートの受領により原

告は乙に対しその金額と同額の損害賠償請求権を取得したが、上記争点２で主張したと

おり、これを益金の額に算入すべき時期は、原告の乙に対する不法行為に基づく損害賠

償請求訴訟の判決確定時であるから、本件各事業年度においてこれを計上する必要はな

い。また、本件架空広告宣伝費については、過大計上であるとしても、原告は、乙によ

る本件架空広告宣伝費の支払によりそれと同額の損失を負っている。そして、乙に対す

る上記不法行為に係る損害賠償請求権を益金の額に算入すべき時期は、上記争点２で主

張したとおり、別件民事訴訟の判決確定時であるから、結論として、原告申告に係る所

得金額に誤りはない。 

 したがって、本件各更正処分（ただし、平成２６年３月期については、平成２９年１

０月２４日付け再更正処分により一部取り消された後のもの）のうち申告額を超える部

分は違法である。 

イ 枚方税務署長が認定した本件リベートの金額及び受領時期並びに本件架空広告宣伝費

の金額は否認ないし争う。上記争点２で主張したとおり、本件各不法行為により原告が

被った損害額等については別件民事訴訟の判決の確定を待たなければ明らかとならない。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 認定事実 

 前記前提事実に加え、各掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 

（１）当事者等 

ア 甲は、自らが創業した株式会社Ｉ（以下「Ｉ」という。）の経営状態が悪化したことを

受けて、平成４年１２月●日に原告を設立し、原告においてＩの事業を引き継ぎ、戸建

て住宅の建築・販売等を行うようになった（甲２６、５６、乙１０）。 

イ 乙は、Ｉに従業員として入社したが、原告設立後、平成１８年３月３１日に原告の代

表取締役に就任し、本件各事業年度当時、その地位にあった。なお、本件各事業年度当

時、原告の発行済株式総数１２００株のうち１１００株は丙が保有し、その余の１００

株は乙が保有していた。（甲２６、５６、乙１０、１１、弁論の全趣旨） 

（２）乙による本件リベートの受領 

ア Ｉは、約３０年前にＤとの取引を開始し、同社に対し広告宣伝文書の作成等を依頼し
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ていたところ、Ｄの代表取締役であった丁は、Ｉとの取引の開始後間もなくして、その

取引を円滑に行うことを目的として、Ｉの広告宣伝業務の発注権限を有し、当時専務で

あったＨに対し、ＩからＤに各月に支払われる広告宣伝費等の３％の金額をバックリベ

ートとして支払うことを持ちかけ、同人にバックリベートを継続的に支払うようになっ

た（甲２４、５７、乙１３、１５、２７）。 

イ その後、Ｉの営業部長であった乙がＨの後任としてＤとの取引の担当者となったため、

上記バックリベートは乙に支払われるようになった。その際、バックリベートの割合は

３％から２％に変更され、具体的には、ＩがＤに対して支払う各月の広告宣伝費等から、

その３％の金額に相当する金額を調整額として控除し、その控除後の金額の２％から、

その２％の金額の１０％に相当する金額を源泉徴収税額という名目で控除し、端数を切

り捨てた金額、すなわち、ＩがＤに対して支払う各月の広告宣伝費等の１．７４６％に

相当する金額とされた。なお、この算出方法については、専ら丁が決定したものである

が、乙も、各月の広告宣伝費等の２％程度の金額がバックリベートとして支払われてい

ることを認識していた。（甲２４～２６、５６、５７、乙１３、１５、２７） 

ウ 丁は、平成２０年頃から、Ｄで行っていた広告宣伝文書の作成業務等の事業活動をＢ

で行うようになったため、それ以降、原告は、Ｂに対して広告宣伝文書の作成業務等を

依頼するようになった。原告は、ＤないしＢにとって主要な取引先であった。 

 原告がＩの事業を引き継いだ後、また、原告の発注先がＤからＢに変更された後も、

上記バックリベートの支払は継続されていたが、その支払は、引き続き、Ｄの資金から

出捐されていた。具体的には、原告からＢに対し各月の広告宣伝費等の支払がされた日

に、上記方法により算出された金額の現金がＤの預金口座から引き出され、丁から乙に

現金で支払われていた。ただし、丁は、Ｄの預金口座から引き出されたリベートを、毎

月乙に支払うこともあれば、手元である程度貯めた後に乙に支払うこともあった。（以上

につき、甲２４～２６、５６、５７、乙１２～１６、２７～２９） 

エ 本件各事業年度において、丁から乙に対して支払われた本件リベートの具体的な金額

は、別表１に記載のとおりである（乙１４、１６、２７～２９）。 

 なお、原告は、本件リベートの金額が別表１に記載のとおりであることを否認するが、

Ｂの代表取締役であるＪ（以下「Ｊ」という。）は、税務調査時に、本件リベートの具体

的な計算方法やその原資等について回答しているところ（乙２７）、その内容に不自然・

不合理な点は見当たらず、その回答内容に沿うＤの元帳等の客観的証拠（乙２８、２

９）やＤの経理を担当していたＪの妻の回答（乙１６）も存在するほか、税務調査時の

乙及び丁の回答も、本件リベートの広告宣伝費等に占める割合、金額及び受領時期等に

関して、これらの各証拠と概ね整合するものであったこと（乙１３～１５）からすれば、

本件リベートの客観的な金額は別表１に記載のとおりであったと認められる（そもそも、

原告自身、別件民事訴訟において、本件リベートの金額が別表１に記載のとおりである

ことを前提として乙に対し同額の損害賠償請求をしているのであって（乙３０・別紙９

参照）、本件リベートの客観的な金額が別表１に記載のとおりであったことは、実質的に、

原告も認めるところであるということができる。）。 

オ 乙は、原告の経理担当者に対して本件リベートの受領を知らせたり、原告の預貯金口

座に本件リベートを入金したりすることなく、これを個人的に費消した。本件リベート
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は、本件各事業年度において、原告の帳簿書類に雑収入として計上されることはなかっ

た。（甲２６、５７、乙１３、弁論の全趣旨） 

（３）原告のＣに対する広告宣伝費の支払 

原告は、平成２３年３月期から平成２５年３月期までの各事業年度において、Ｃから折

り込みチラシ制作等に係る役務提供を受けたとして、原告宛てのＣ名義の折り込みチラシ

制作費等に係る請求書に基づき、Ｃ名義の普通預金口座に、請求書記載の金額を振り込ん

で支払い、これを広告宣伝費として損金の額に算入していた。 

 しかしながら、上記請求書に記載された請求金額のうち、折り込みチラシ制作費につい

ては、Ｃから原告に対して何らの役務提供も行われておらず、架空の売上げを請求したも

のであり、Ｃは、折り込みチラシ制作費として振り込まれた金銭（消費税相当額を含む。）

を、乙に支払っていた。上記の架空請求は、乙がＣに対し依頼して行われたものであった。

Ｃに対する架空の広告宣伝費の金額は、別表２に記載のとおりである。（以上につき、甲２

６、３３、３５、乙１２、１３、１７、１８） 

（４）原告の戊に対する広告宣伝費の支払 

 原告は、平成２５年３月期及び平成２６年３月期の各事業年度において、戊から折り込

みチラシ制作等に係る役務提供を受けたとして、原告宛てのＥ名義の折り込みチラシ制作

費等に係る請求書に基づき、戊名義の普通預金口座に、請求書記載の金額を振り込んで支

払い、これを広告宣伝費として損金の額に算入していた。 

 しかしながら、上記請求書に記載された請求金額のうち、折り込みチラシ制作費につい

ては、戊から原告に対して何らの役務提供も行われておらず、架空の売上げを請求したも

のであり、戊は、折り込みチラシ制作費として振り込まれた金銭（消費税相当額を含む。）

を、乙に支払っていた。上記の架空請求は、乙が戊に対し依頼して行われたものであった。

戊に対する架空の広告宣伝費の金額は、別表３に記載のとおりである。（以上につき、甲２

６、３３、３５、乙１２、１３、１８、１９） 

（５）原告のＧに対する広告宣伝費の支払 

 原告は、平成２５年３月期及び平成２６年３月期の各事業年度において、Ｇからポステ

ィングチラシ制作等に係る役務提供を受けたとして、原告宛てのＦ名義のポスティングチ

ラシ制作費等に係る請求書に基づき、Ｇ名義の普通預金口座に、請求書記載の金額を振り

込んで支払い、これを広告宣伝費として損金の額に算入していた。 

 しかしながら、上記請求書に記載された請求金額については、Ｇから原告に対して何ら

の役務提供も行われておらず、架空の売上げを請求したものであり、Ｇは、ポスティング

チラシ制作費等として振り込まれた金銭（消費税相当額を含む。）を、乙に支払っていた。

上記の架空請求は、乙がＧに対し依頼して行われたものであった。Ｇに対する架空の広告

宣伝費の金額は、別表４に記載のとおりである。（以上につき、甲２６、３４、３５、乙１

２、１３、２０、２１） 

２ 争点１（法人税法１２７条１項３号の取消事由の有無）について 

（１）本件リベートの帰属について 

ア バックリベートの帰属に関する判断枠組み 

 法人税法の課税標準の計算上、事業から生じた収益に係る所得が誰に帰属するかにつ

いては、実質上その収益を誰が享受するかによって判断すべきであるところ（実質所得
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者課税の原則。法人税法１１条参照）、バックリベートに係る収益が、当該事業主体であ

る法人に帰属するか、バックリベートを現実に受領した個人に帰属するかの判断に当た

っては、バックリベートが支払われることとなった経緯や目的、バックリベート支払の

根拠や算出方法、バックリベートを現実に授受した者の法律上の地位・権限、バックリ

ベートと法人の事業との関連性の程度、取引関係者の認識、バックリベートの使途等、

バックリベートの授受に関する諸般の事情を総合的に考慮して、法律上、当該バックリ

ベートを享受する権利ないし地位をいずれが有するかによって判断すべきである。 

イ 本件リベートについての判断 

 上記認定事実（２）のとおり、本件リベートは、ＩとＤとの取引開始後間もなくの頃

から、同取引を円滑に行うことを目的として、約３０年もの長期間にわたり継続的かつ

定期的にバックリベートの支払が行われてきた中で、本件各事業年度において授受され

たものであり、このようにバックリベートが長年にわたり授受されてきたことによって、

Ｉないし原告とＤないしＢとの間の取引関係が維持されてきたものと評価することがで

きる。また、上記バックリベートは、Ｂの実質的経営者であり、かつ、Ｄの代表取締役

である丁から、Ｉないし原告において、「専務」や「営業部長」といった相応の肩書ない

し地位を有し、ＤないしＢとの間の取引について発注権限を有していたＨ及び乙に支払

われていたものであり、その後、乙は原告の代表取締役となってからも上記バックリベ

ートの支払を受け続けていたものである。そして、その金額は、原告がＢに各月に支払

う広告宣伝費等の金額に一定の割合を乗じる方法によって算出されていたというのであ

る。これらの事情によれば、本件リベートは、原告からＢに支払われた広告宣伝費等の

一部が、両社間の合意に基づいて原告に割り戻されたものとみるのが自然であるから、

原告とＢとの間の取引に密接に関連するものといえるのであって、原告の事業から離れ

て乙個人に対して支払われた個人的な謝礼などといった性質を有するものと評価するこ

とは困難であるといわざるを得ない。 

 これに対し、原告は、乙は原告の代表取締役に就任する以前に営業部長として勤務し

ていた時からＤ又はＢからリベートを受領し、個人的な所得としていたことなどからす

ると、本件リベートは乙個人に帰属するというべき旨主張するところ、確かに、上記認

定事実（２）によれば、乙は営業部長であった時からＤ又はＢからリベートを受領して

いたこと、乙は本件リベートの受領を原告の経理担当者に知らせるなどすることなく、

これを個人的に費消していたことが認められるほか、丁もこのことを認識した上で本件

リベートを乙に交付していたものと推認される。しかしながら、上記のとおり、乙の前

に丁からバックリベートを受け取っていたＨも、営業部長であった当時の乙自身も、Ｄ

ないしＢとの間の取引についての発注権限を有していたほか、その肩書からしても、原

告において相応の地位にあったものと認められることからすれば、上記各事情をもって、

本件リベートが乙に対する個人的な謝礼などといった性質を有するものと評価すべき根

拠となるということはできない。 

 以上によれば、本件リベートは、原告に帰属するものと認めるのが相当である。 

 なお、原告は、大阪地方検察庁検察官は、原告を法人税法違反の罪で起訴していると

ころ、起訴に係る逋脱額は本件架空広告宣伝費に関するものであり、本件リベートに関

するものは含まれていないことなどを理由に、本件リベートを原告の雑収入として計上
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すべきであったとはいえない旨主張するが、起訴・不起訴の判断及び起訴状記載の公訴

事実に係る訴因の設定は検察官の裁量に委ねられており（刑事訴訟法２４７条、２４８

条）、検察官による起訴が税務署長の認定・判断を拘束する効力を有しないことは明らか

であるから、原告の上記主張は採用することができない。 

（２）法人税法１２７条１項３号の取消事由の有無について 

ア ある収益をどの事業年度に計上すべきかは、一般に公正妥当と認められる会計処理の

基準に従うべきであり、これによれば、収益は、その実現があった時、すなわち、その

収入すべき権利が確定したときの属する年度の益金に計上すべきものと解される（権利

確定主義。最高裁平成５年１１月２５日第一小法廷判決・民集４７巻９号５２７８頁参

照）。上記認定説示のとおり、本件リベートは、本件各事業年度当時、原告がＢとの取引

の対価として各月に支払っていた広告宣伝費等の金額を基に、両社間で合意していた一

定割合を乗じて算出した金額であったことに加え、原告からＢに対し各月の広告宣伝費

等が支払われた日に、同広告宣伝費等に係る本件リベートがＤの預金口座から引き出さ

れていたことからすれば、遅くともこの時点で権利が確定したとして、本件リベートを

本件各事業年度の収益に計上すべきであったと解することができる。そして、証拠（乙

１４、１６、２７～２９）によれば、原告からＢに対し各月の広告宣伝費等が支払われ

た日は、別表１に記載のとおりであったと認められるから、原告は、同表記載の日にそ

れぞれ権利が確定したとして、本件リベートを本件各事業年度の収益に計上すべきであ

ったというべきである。 

イ 以上によれば、原告は、別表１記載のとおり、平成２２年３月期において、Ｂから本

件リベートを受領していたにもかかわらず、これを帳簿書類に記載せず、本件リベート

に係る金額を除外していたことが認められるから、原告は、「その事業年度に係る帳簿書

類に取引の一部を隠ぺいして記載し又は記録し」たものとして、法人税法１２７条１項

３号の取消事由が認められる。 

 したがって、本件青色申告承認取消処分は適法である。 

３ 争点２（本件各不法行為により原告が取得した損害賠償請求権を本件各事業年度の益金の額

に算入すべきか否か）について 

（１）判断枠組み 

 本件各不法行為により原告が取得した損害賠償請求権を本件各事業年度の益金の額に算

入すべきか否かについては、上記２（２）で説示した権利確定主義に基づいて判断すべき

であるところ、ここでいう権利の確定とは、権利の発生とは同一ではなく、権利発生後一

定の事情が加わって権利実現の可能性を客観的に認識することができるようになることを

意味するものと解すべきである。そして、不法行為に基づく損害賠償請求権については、

通常、不法行為による損失が発生した時には同額の損害賠償請求権も発生、確定している

から、不法行為による損失については当該損失が生じた事業年度の損金の額に算入し、こ

れと同時に取得する損害賠償請求権も同事業年度の益金の額に算入すべきであると解され

る。 

（２）検討 

ア まず、原告が本件各事業年度にＢから受領した別表１記載の本件リベートの金額は、

本件各事業年度の益金の額に算入すべきであったにもかかわらず、乙がこれを費消して
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いることから、不法行為により同額の損失が生じているとして、法人税法２２条３項３

号に基づき、当該不法行為があった本件各事業年度の損金の額に算入すべきものと解さ

れる。 

 また、原告が平成２３年３月期から平成２６年３月期までの各事業年度にＣ等に対し

て支払った別表２～４記載の本件架空広告宣伝費の金額は、法人税法２２条３項に規定

する損金の額に該当しないため、上記各事業年度の損金の額に算入することができず、

他方、その支払が乙の横領行為又は背任行為に該当し、不法行為により同額の損失が生

じているとして、同項３号に基づき、その支払を行った上記各事業年度の損金の額に算

入すべきものと解される。 

イ そして、原告は、本件リベートの領得行為を行った乙に対し、また、本件架空広告宣

伝費の支払を行った乙及びＣ等に対し、不法行為に基づく損害賠償請求権を有するとこ

ろ、代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限

を有し（会社法３４９条４項）、株式会社の意思決定機関として包括的権限を有すること

からすれば、代表取締役が株式会社の業務に関して行った行為は、代表取締役の意思に

基づくものである限り、その権限の濫用があったとしても、株式会社の行為であるとい

うほかない。したがって、原告の代表取締役であった乙の本件各不法行為は、原告の業

務に関して、乙の意思に基づいて行われたものであるから、原告の行為というべきであ

って、そうすると、原告にとって損害賠償請求権の存在及び内容は明らかであったとい

えるから、当該不法行為に基づく損害賠償請求権の実現可能性を客観的に認識すること

ができたといえる。 

 したがって、原告は、本件各不法行為による損失については当該損失が生じた本件各

事業年度の損金の額に算入し、これと同時に取得する乙に対する損害賠償請求権も同事

業年度の益金の額に算入すべきであったといえる。 

 なお、損害賠償請求権がその取得当初から全額回収不能であることが客観的に明らか

である場合には、これを貸倒損失として扱い、法人税法２２条３項３号にいう当該事業

年度の損失の額として損金に算入することが許されるというべきであるが（最高裁昭和

４３年１０月１７日第一小法廷判決・裁判集民事９２号６０７頁、最高裁平成１６年１

２月２４日第二小法廷判決・民集５８巻９号２６３７頁参照）、上記前提事実（８）アの

とおり、乙は、平成２６年９月から同年１２月までの間に、原告に対し、約３億円を弁

済していることなどからすれば、原告の乙に対する損害賠償請求権がその取得当初から

全額回収不能であることが客観的に明らかである場合とはいえない。 

（３）原告の主張に対する判断 

ア 原告は、本件各事業年度における確定申告は、乙の代表取締役在任中に行われている

ところ、その乙が本件各不法行為をしていることから、乙が原告の代表者として、自己

及び共同不法行為者であるＢやＣ等を相手に損害賠償請求権を行使することはあり得な

い、乙が原告の代表取締役であったからといって、乙の個人的な犯罪行為が原告の行為

となることはないなどと主張する。しかしながら、原告が本件各事業年度において本件

各不法行為に基づく損害賠償請求権の実現可能性を客観的に認識することができたとい

えることは上記説示のとおりであって、本件各不法行為の加害者である乙が、原告の代

表取締役として損害賠償請求権を行使することが事実上期待し難いなどの事情は、納税
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者自身の主観的な事情にすぎないから、原告の上記主張は採用することができない。 

イ 原告は、原告は甲らが支配する会社であったのであり、乙は、本件各事業年度当時、

原告の代表取締役であったとはいえ、甲らから経営を委託されているだけの存在にすぎ

なかったから、このような立場にあった乙による本件各不法行為は、原告の行為と評価

されるべきでないなどと主張する。しかしながら、乙が、本件各事業年度当時、原告の

代表取締役であったことは明らかであり、本件全証拠を精査しても、業務執行権限が与

えられていない名目的な存在にすぎなかったなどといった事情は認められないから、原

告の上記主張は採用することができない。 

ウ 原告は、本件架空広告宣伝費のうち共同不法行為者であるＣ等から乙に還流された金

額が不明であることなどからすれば、本件各不法行為により原告が被った損害額や損害

賠償義務者が誰であるかなどについては、別件民事訴訟の判決の確定を待たなければ認

識し得ないから、原告が上記損害賠償請求権を行使することが可能となった時点は、上

記訴訟の判決確定時というべきであるなどと主張する。しかしながら、上記説示のとお

り、原告にとって本件各不法行為による損害賠償請求権の存在及び内容は明らかである

上、原告は、乙とＣ等が共謀して原告に本件架空広告宣伝費を支払わせた時点で、これ

に相当する金額の損害を負っているのであって、Ｃ等から乙にいくら還流したかは、原

告の損害賠償請求権に何ら影響を及ぼさないから、原告の上記主張は採用することがで

きない。 

４ 争点３（本件各更正処分の適法性）について 

 原告は、本件において取消しを求める本件各更正処分の適法性に係る被告の主張について、

上記争点を除き、争うことを明らかにせず、本件記録によっても、被告の上記主張に不合理な

点は見当たらない。 

５ 本件各賦課決定処分の適法性 

（１）国税通則法６８条１項は、過少申告をした納税者が、その国税の課税標準等又は税額等の

計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装し、その隠ぺいし又は仮装し

たところに基づき納税申告書を提出していたときは、その納税者に対して重加算税を課する

こととしているところ、既に説示したところによると、原告の代表取締役であった乙は、本

件リベートが原告に帰属するにもかかわらず、本件リベートを帳簿書類に記載せず、雑収入

として計上すべき金額を除外することにより、原告が本件リベートを受領した事実を隠ぺい

したものと認められるとともに、Ｃ等に依頼して、役務提供を伴わない架空の内容を記載し

た請求書を発行させ、これに基づき本件架空広告宣伝費を支払い、これを広告宣伝費として

帳簿書類に記載することにより、本件架空広告宣伝費に係る取引があたかも存在したかのよ

うに事実を仮装したものと認められるから、国税通則法６８条１項所定の要件に該当するも

のと認められる。 

（２）原告は、本件において取消しを求める本件各賦課決定処分の適法性に係る被告の主張につ

いて、上記（１）の点を除き、特段争うことを明らかにせず、本件記録によっても、被告の

上記主張に不合理な点は見当たらない。 

第４ 結論 

 よって、原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。 
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大阪地方裁判所第７民事部 

裁判長裁判官 松永 栄治 

裁判官 森田 亮 

裁判官 渡邊 直樹 
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（別紙１） 

指定代理人目録 

 

野口 弘雄、市谷 諭史、東 正幸、福田 美和、岡本 和宏、平山 峻次 

以上 
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（別紙２） 

関係法令の定め 

１ 法人税法 

（１）１１条は、資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人で

あって、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益

は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用する旨規定する。 

（２）２２条２項は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算

入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲

渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当

該事業年度の収益の額とする旨規定する。 

 ２２条３項は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に

算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする旨規定し、同項１

号は「当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の

額」を、同項２号は「前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その

他の費用（償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除

く。）の額」を、同項３号は「当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るも

の」を、それぞれ掲げている。 

 ２２条４項（平成３０年法律第７号による改正前のもの）は、同条２項に規定する当該

事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の

基準に従って計算されるものとする旨規定する。 

（３）１２７条１項３号（平成２７年法律第９号による改正前のもの。本文においても同じ。）

は、同法１２１条１項（青色申告）の承認を受けた内国法人につき、その事業年度に係る帳

簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又

は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由がある場合には、納

税地の所轄税務署長は、当該事業年度までさかのぼって、その承認を取り消すことができる

旨規定する。 

２ 国税通則法（平成２８年法律第１５号による改正前のもの。本文においても同じ。） 

 ６８条１項は、同法６５条１項（過少申告加算税）の規定に該当する場合（同条５項の適用

がある場合を除く。）において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎とな

るべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基

づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少

申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額（その税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺい

し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠ぺいし、

又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除

した税額）に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に１００分の３５の割合を

乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定する。 

以上 
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別表１から別表４まで省略 
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課税の経緯 
 

別表５－１ 
 

平成２２年３月期                                                      （単位：円） 

区分 年月日 Ａ 所得金額 Ｂ 納付すべき税額 Ｃ 過少申告加算税 Ｄ 重加算税 

確定申告 ① 平成22年5月27日 208,483,354 61,241,100 － －

青色申告の承認 
取消処分 ② 平成27年4月22日 － 

異議申立て ③ 平成27年5月22日 取消処分取消し 

異議決定 ④ 平成28年6月24日 棄却 

更正処分等 ⑤ 平成28年7月7日 215,010,154 63,199,200 － 682,500

審査請求 ⑥ 平成28年7月28日 取消処分取消し及び更正処分等全部取消し 

 

別表５－２ 
 

平成２３年３月期                                                      （単位：円） 

区分 年月日 Ａ 所得金額 Ｂ 納付すべき税額 Ｃ 過少申告加算税 Ｄ 重加算税 

確定申告 ① 平成23年5月30日 303,979,615 89,873,400 － －

修正申告 ② 平成23年11月30日 367,964,283 109,068,900 － －

賦課決定処分 ③ 平成23年12月20日 － － 1,919,000 －

更正処分等 ④ 平成28年7月7日 386,941,130 114,762,000 － 1,991,500

審査請求 ⑤ 平成28年7月28日 全部取消し 

 

別表５－３ 
 

平成２４年３月期                                                      （単位：円） 

区分 年月日 Ａ 所得金額 Ｂ 納付すべき税額 Ｃ 過少申告加算税 Ｄ 重加算税 

確定申告 ① 平成24年5月24日 264,636,072 78,085,900 －  －

更正処分等 ② 平成28年7月7日 312,569,244 92,465,800 －  5,029,500

審査請求 ③ 平成28年7月28日 全部取消し 

 

別表５－４ 
 

平成２５年３月期                                                      （単位：円） 

区分 年月日 Ａ 所得金額 Ｂ 納付すべき税額 Ｃ 過少申告加算税 Ｄ 重加算税 

確定申告 ① 平成25年5月27日 185,331,224 46,056,900 － －

更正処分等 ② 平成28年7月7日 240,609,364 60,228,500 － 4,959,500

審査請求 ③ 平成28年7月28日 全部取消し 

 

別表５－５ 
 

平成２６年３月期                                                      （単位：円） 

区分 年月日 Ａ 所得金額 Ｂ 納付すべき税額 Ｃ 過少申告加算税 Ｄ 重加算税 

確定申告 ① 平成26年5月28日 235,434,148 58,884,000 － －

修正申告 ② 平成27年4月20日 428,165,986 108,030,400 － －

賦課決定処分 ③ 平成28年7月7日 － － 4,914,000 

更正処分等 ④ 平成28年7月7日 469,572,311 118,589,200 － 3,692,500

審査請求 ⑤ 平成28年7月28日 更正処分等全部取消し 

再更正処分 ⑥ 平成29年10月24日 469,572,310 118,589,200 － －
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別表６ 
 

各事業年度の法人税の所得金額及び納付すべき税額 
 

                                                                                                   【単位：円】 

事業年度     
項目 

平成22年3月期 平成23年3月期 平成24年3月期 平成25年3月期 平成26年3月期

申告所得金額 1 208,483,354 367,964,283 264,636,072 185,331,224 428,165,986

加
算 

雑収入 2 6,526,800 4,910,000 4,332,000 3,857,000 2,981,000

広告宣伝費 3 － 14,647,500 45,360,000 56,317,800 43,701,000

減価償却費の償却超過額 4 － 45,147 89,688 65,076 115,331

減
算 

減価償却費の償却超過額の認容額 5 － － 28,216 66,635 59,907

事業額 6 － 625,800 1,820,300 4,598,100 5,331,100

所得金額 
（1＋(2＋3＋4)－(5＋6)） 

7 215,010,154 386,941,130 312,569,244 240,906,365 469,572,310

課税所得金額 
（千円未満の端数切捨て） 

8 215,010,000 386,941,000 312,569,000 240,906,000 469,572,000

法人税額 9 63,543,000 115,122,300 92,810,700 60,591,030 118,900,860

控除所得税額等 10 343,789 360,250 344,874 362,488 311,622

還付所得税額等 11 0 0 0 0 0

納付すべき法人税額 
（9-10-11、百円未満の端数切捨て） 

12 63,199,200 114,762,000 92,465,800 60,228,500 118,589,200

既に納付の確定した法人税額 13 61,241,100 109,068,900 78,085,900 46,056,900 108,030,400

差引納付すべき法人税額 
（12－13） 

14 1,958,100 5,693,100 14,379,900 14,171,600 10,558,800

翌期へ繰り越す欠損金額 15 0 0 0 0 0

 
（注）平成23年3月期及び平成26年3月期の「申告所得金額」欄は修正申告後の金額を示す。 

 


